
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 特別寄与料と相続税の２割加算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ｑ：民法が改正されますが、特別寄与料を

もらった者は相続税の２割加算の適用対象に

なるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：２割加算の対象になります。 

【解説】  

特別寄与とは、たとえば、長男の妻など相

続人以外の者が被相続人の療養看護等を行っ

た場合に、一定の要件のもとで、相続人に対し

て金銭の支払を請求することができる制度を

いいます。 

この制度によって、介護等の貢献に報いる

ことができ、実質的公平が図られるとしてい

ます。 

遺産分割手続きは、複雑にならないように

ということで、現行と同様、相続人だけで行い、

特別寄与分の金銭を相続人に請求することに

なります。 

相続税法においては、特別寄与料は、その

特別寄与料の額が確定したときに、特別寄与

者がその特別寄与料の額に相当する金額を被

相続人から遺贈により取得したものとみなさ

れることとなっています。 

特別寄与者はその事由を知った日から10ヶ

月以内に相続税の申告をしなければなりませ

んが、特別寄与者は、被相続人の一親等の血族

や配偶者でないことから、相続税の２割加算

が適用されます。一方、相続人が特別寄与者に

支払うことになった特別寄与料は、相続人の

課税価格から控除することができ、申告期限

までに特別寄与料の額が確定しないときは、

確定後４月以内に更正の請求をします。 

【三輪厚二税理士事務所(大阪市中央区)】 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ  

１９９４年１月６日創刊・毎日発行  

リーダァスクラブＦ Ａ Ｘ ニュース  

（２０１９年）平成３１年   月   日 月曜日 

発行所 

第 
 

６１８５ 
 
号 

三輪厚二税理士事務所 ／ 顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二） 
大阪市中央区備後町 2-4-6 TEL：06-6209-7191 WEB：https://www.zeirishi-miwa.co.jp 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

税務ニュース／お問合せ：https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html 

https://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html
https://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

